
都道府県名 実施項目 実施内容 訴求対象

北海道 1 ポスター・パンフレットの配布
ポスター・パンフレットを道及び市町村施設に
掲示し、また、法改正パンフレットを市町村、関
係団体等へ配布し、法改正の周知を図る。

道内市町村、関係団体

1 ポスター及びパンフレットの配布
環境省及び経済産業省が作成・配布したポス
ターとパンフレットの配布

フロン類回収業者及び一
般県民

2
「あおもり環境フェスティバル」におけるポス
ターの掲示とパンフレットの配布

「あおもり環境フェスティバル」（開催日：今年度
は10月7日・8日、目的：環境産業の振興及び
一般県民の環境に対する意識醸成を図る）の
会場において、上記ポスターの掲示及びパン
フレットの配布を行い、オゾン層保護及び地球
温暖化防止についての普及啓発を図る。

参加企業
ＮＰＯ法人
一般県民

1 ポスター・パンフレットの配布
ポスター・パンフレット（法改正版を含む）を配
布し、法制度の周知、オゾン層保護対策の普
及啓発を図る。

関係事業者、業界団体、市
町村等自治体関係機関

2 ホームページへの掲載
ホームページに当該法制度（改正内容を含む）
について掲載し、広く周知を図る。

県民

3 メールマガジンへの掲載
毎月配信しているメールマガジンにおいて、９
月に普及啓発記事を掲載し、広く周知を図る。

県民

1 フロン回収破壊法改正の周知
県登録事業者等へフロン回収破壊法改正のパ
ンフレットを送付し、法改正の周知を図る。

フロン回収事業者等

2 オゾン層保護等に関する普及啓発

県の施設にパンフレット、ポスター等を掲示、陳
列し、来庁者への啓発を行う。また、パンフレッ
ト、ポスター等を市町村等に送付し、市町村施
設への掲示及び、環境イベント等での配布等
の依頼を行う。

県民全般

1
秋田県地球温暖化防止活動推進センターと
の連携

イベント等開催時に際し、民生部門における普
及・啓発活動を推進する

一般

2 秋田県冷凍空調設備工業会等との連携
フロン回収推進協議会等の場で関係業界団体
への法改正の内容の周知を図る

フロン類回収業者

山形県 1 ポスター・パンフレットの配布
ポスター・パンフレット（法改正版を含む）を配
布し、法制度の周知、オゾン層保護対策の普
及啓発を図る。

関係事業者、市町村等自
治体関係機関

1 ラジオ番組での広報
・オゾン層保護月間の紹介
・フロン法改正の説明

一般県民

2 県ホームページでの広報 ・フロン法改正内容の概説
一般県民
フロン回収業者

3 フロン法改正パンフレットの配布
・環境省作成パンフレットの関係機関・団体へ
の配布

関係機関・団体

4 オゾン層保護月間のポスター配布 ・環境省作成ポスターの関係機関への配布 関係機関・団体

5
関連行事の後援（予定）
※有限責任中間法人福島県フロン回収事業
協会主催行事での連携

（協会の事業内容）
内容未定
※１０月以降予定

一般県民

1
県の各地方総合事務所及び各市町村庁舎に
おけるポスターの掲示及びパンフレット類の配
布

同左 県民

2 県ホームページにおける掲載 改正フロン回収・破壊法パンフレットの掲載 県民・事業者

1 普及啓発・広報活動
啓発パンフの作成
啓発パンフ及びポスター等の配布

関係機関・団体等

2 普及啓発・広報活動
県政番組（とちぎテレビ、栃木放送、ＦＭとち
ぎ）による広報

一般県民

3
フロン回収破壊法改正講習会（9月15日）
（栃木県冷凍空調設備協会主催）

改正法の周知に係る講習会
栃木県冷凍空調設備協
会々員

1 普及啓発・広報活動 啓発パンフ及びポスター等の配布 関係機関・団体等

2 フロン回収破壊法の一部改正に係わる説明
フロン回収技術講習会において、フロン回収破
壊法の一部改正内容について説明する。

講習会受講者外

1 普及啓発事業
埼玉フルオロカーボン（FC）通信（協議会会員
報）発行

埼玉県フロン回収・処理推
進協議会会員

2 普及啓発事業 クリアファイル作成 登録業者・一般

青森県

秋田県

栃木県

茨城県

岩手県

宮城県

福島県

平成１８年度オゾン層保護対策推進月間　地方公共団体における取組

埼玉県

群馬県

別添２



3 普及啓発事業 パネル展示 一般

千葉県 1 フロン法改正パンフレットの送付
登録業者、関係団体へフロン法改正パンフレッ
トを送付する。

フロン類回収業者、関係団
体

東京都 1 フロン回収破壊法改正のＰＲ

 業務用冷凍機の所有者、 業務用冷凍機の整
備業者、建設・解体業者等は、法改正により新
たな対応が求められることから、これらの業界
等を中心に法改正の趣旨や内容周知を働きか
けて行く。
　①上記関連の団体にパンフレットの配布を行
うとともに各会員に対する周知を要請する。
　②区市町村に対して、法改正の趣旨を説明、
ＰＲの協力を要請する。窓口でのパンフレットの
配布。

業務用冷凍機の所有者及
び管理者、建設業界等

1 リーフレットの配布
改正法の内容も盛り込んだ、フロン回収啓発
リーフレットを配布する（８月から配布作業中）。

フロン回収業者、フロン含
有機器使用者、設備工事
業者、建物解体業者、産廃
業者など

2 ステッカーの配布
 フロン回収ステッカーをフロン含有機器に貼付
してもらい、フロン回収に対する意識啓発に役
立てる（８月から配布作業中）。

フロン回収業者、フロン含
有機器使用者、設備工事
業者など

1 オゾン層保護対策の普及啓発
ポスター、パンフレット等によりオゾン層保護対
策の普及啓発を図る。

フロン回収関係団体、市町
村、県関係機関等

2 フロン回収破壊法改正の周知
パンフレットによりフロン回収破壊法の改正内
容の周知を図る。

第一種フロン類回収業者、
フロン回収関係団体等

1
普及啓発パンフレット(環境省、経産省作成)、
ポスター(環境省作成)の配布、掲示

左記のパンフレット及びポスターを配布、掲示
し、広く県民、関連事業者等に対しオゾン層保
護に係る普及啓発を行う。

県民、事業者、業界団体等

2 電子掲示版（情報ボード）での広報

電子掲示版を活用し、県民、事業者等を対象
にオゾン層保護や地球温暖化防止の観点か
ら、フロン回収やノンフロン製品の購入につい
て普及啓発を行う。

県民、事業者等

1 ラジオ放送
オゾン層保護対策推進月間及びフロン回収破
壊法改正の普及啓発

一般県民

2 パンフレット、ポスターの配布及び掲示

オゾン層保護対策推進月間のポスター及び各
種パンフレットを各市町、県関係課、関係団体
（石川県冷凍空調設備工業会、石川県電器商
業組合、石川県自動車整備振興会、石川県建
設業協会等12団体）に配布

関係業界
一般県民

福井県 1 パンフレット、ポスターの配布及び掲示
オゾン層保護推進月間のポスター及び改正法
等に関するパンフレットを各市町、県関係課
（県内６箇所の健康福祉センター）に配布

県民、事業者

1 市町村への周知
市町村へポスター・パンフレット等を配付し周
知を図る

市町村

2 県ＨＰによる周知
県ＨＰにフロン回収破壊法の改正について掲
示し周知を図る

県民

1 フロン回収推進協議会開催 ・フロン法の改正についての説明 協議会会員

2 ﾎﾟｽﾀｰ､ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄによる広報
・ﾎﾟｽﾀｰ､ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄをフロン回収推進協議会会
員、市町村、県関係機関に配布、掲示

県民

1
食品営業者への
 パンフレット配布

食品衛生協会の主催する地域ごとの研修会
で、フロン回収に関するパンフレットを配布して
説明する。

食品営業者

2 ラジオ県政放送
９月の月間中に、岐阜放送のラジオ県政放送
で、オゾン層保護に関する普及啓発を行う。

一般県民

3 ポスター掲示
月間啓発ポスターを県施設、市町村に配布し
て掲示する。

一般県民

1 オゾン層保護推進月間広報

・ラジオ（２局）計３回
・文字放送
・バス内・バス停・電車内に設置の電光掲示板
・ポスター・パンフ配布
・県発行メールマガジン

県民、県内市町

2
オゾン層保護フォーラムの開催
（9月15日）

・講演
・意見交換会

フロン回収に携わる事業
者・関係団体、自治体、一
般県民

3
フロン回収技術者講習会（8月28日）
（静岡県フロン回収促進連絡会議主催）

・フロン回収破壊法について
・オゾン層保護とフロン対策について
・フロン回収技術と破壊処理について
・理解度テスト

フロン類回収業者及び今
後フロン回収業者として県
知事登録する事業所に所
属する者

山梨県

神奈川県

岐阜県

新潟県

石川県

長野県

静岡県

富山県



1 オゾン層保護推進大会（9月6日）

・フロン回収破壊法の改正について説明
・愛知県フロン回収・処理推進協議会の取組に
ついて説明
・講演会

愛知県フロン回収処理推
進協議会会員
フロン回収業者
市町村

2 オゾン層保護キャンペーン
・金山駅大型映像装置にてオゾン層保護月間
の告知
・啓発資材の配布

一般

1 ポスター掲出
県庁舎等においてポスターを掲出することによ
る普及啓発活動

県民、フロン回収業者等

2 パンフレット配架
県庁舎等においてパンフレット配架することに
よる普及啓発活動

県民、フロン回収業者等

滋賀県 1 パンフレット、ポスターの配布及び掲示
オゾン層保護推進月間のポスター及び各種パ
ンフレットを各市町、県関係課に配布

一般県民

京都府 1 普及啓発（パネル、ポスター等の掲示）
京都府庁内の展示スペースにて、オゾン層保
護に関するパネル、ポスター等を掲示し、パン
フレット等を配布予定

一般府民

大阪府 1
啓発パンフレット、ポスターの配布及び啓発物
品の提供

環境省及び経済産業省作成の啓発パンフレッ
ト、ポスター並びに大阪府フロン対策協議会作
成の啓発パンフレットの配布及び環境イベント
等で使用する啓発物品の提供

府内各市町村、関係団体
等

兵庫県 1 広報誌の発行

兵庫県フロン回収・処理推進協議会の広報誌
に改正フロン法について掲載するとともに、構
成員にパンフレットを配布し、各事業者及び団
体への周知を図る。
また、広報誌を同協議会のホームページにアッ
プする。

兵庫県フロン回収・処理推
進協議会の会員
主な構成員：
業務用冷凍空調機器関係
事業者及びその団体
自動車関係事業者及びそ
の団体
消費生活関係団体
フロン破壊業者
行政機関

1
奈良県の環境情報サイト
「エコなら」にオゾン層保護に関する情報を掲
載

・奈良県環境政策課ホームページ「エコなら」
内 コンテンツの一つである「エコロジー度
チェック」の内容を「フロン」に関する問題に更
新する
・トップページの「エコならからのお知らせ」に９
月がオゾン層保護対策推進月間であること、改
正フロン回収破壊法が成立したことに関する情
報を掲載する。

インターネットサイト閲覧者

2
 オゾン層保護対策推進パトロールの集中実
施（フロン回収業者立入検査）

・フロン類回収業者の立入検査を行い、同時に
オゾン層保護、改正法の周知を行う。

フロン類回収業者

3 パンフレット、ポスターの配布
・市町村の環境部局、保健所にパンフレット、
ポスターを配布し、オゾン層保護、改正フロン
回収破壊法が成立したことを周知する。

奈良県下３９市町村
奈良県管轄５保健所

和歌山県 1 普及啓発事業
９月号広報誌に掲載。改正法周知ポスター、パ
ンフ配布は、９月中予定。

県広報誌掲載、県下市町
村の広報依頼、関係機関
に周知。

鳥取県 1 普及啓発
 フロン類回収推進及び改正フロン回収破壊法
について、業界団体を通じて会員への周知を
依頼。

フロン回収業登録業者

1 ポスター及びパンフレットの配布
環境省及び経済産業省が作成・配布したポス
ターとパンフレットの配布。

関係機関・フロン類回収業
者等

2 環境フェスティバル（9月16日、17日）
イベントを通じて地球温暖化防止の普及啓発
を図る。

一般県民

岡山県 1
フロン回収キャンペーン
（ラジオスポット放送）

（趣旨）
フロン回収の必要性や、廃棄者への費　用負
担について周知を図る。
（内容）
    地元ＡＭラジオ局で、２０秒スポット　放送を
５５回実施

一般県民
（特定製品廃棄者）

1 フロン類回収対策の促進
フロン法改正を踏まえ，パンフレット配布等によ
り周知

関係機関等

2 オゾン層保護普及啓発 ポスターの掲示，パンフレットの配布 市町等関係機関

山口県 1
オゾン層保護対策推進
月間の啓発

環境省作成のポスター等を山口県適正処理推
進協議会の各会員団体に配布し、オゾン層保
護対策月間の啓発を図る。

市町、及び会員団体等

島根県

奈良県

三重県

愛知県

広島県



徳島県 1
オゾン層保護の啓蒙普及
・ポスター展示
・パンフレット配布

 「徳島ビジネスチャレンジメッセ」において展示
コーナーを設けて、ポスターの掲示やパンフ
レットの配布を行い広く周知を図る。
   開催：平成１８年９月１４日～１６日
   場所：徳島市（アスティとくしま）

県内事業者
県内市町村
一般県民

1
フロン回収破壊法改正に係る回収業者説明
会(9月下旬を予定)

・フロン回収破壊法改正の説明
・更新手続きの説明

第一種フロン回収業者

2
県ホームページ上でフロン回収破壊法改正を
周知(9月をめどに掲載予定)

・フロン回収破壊法改正の説明 県民

愛媛県 1 普及啓発事業
オゾン層保護対策推進月間にあわせ、各市町
や関係団体等の協力を得て、ポスター貼付、
パンフレット配布などにより、周知啓発を行う。

住民

1 啓発活動 ポスター掲示、啓発パンフレットの配布
県内の市町村、
保健所、フロン回収処理推
進協議会会員

2
啓発活動
（福岡市環境フェスタ，10月28日、29日）

オゾン層保護、フロン回収パネル展示
啓発パンフレット及びグッズ等の配布

一般県民

3
啓発活動
（田川市エコカーフェア，10月28日、29日）

オゾン層保護、フロン回収パネル展示
啓発パンフレット及びグッズ等の配布

一般県民

佐賀県 1 オゾン層保護対策推進月間の周知
オゾン層保護対策推進月間のポスター掲示
啓発パンフレットの配布

県内市町
保健福祉事務所など

大分県 1 啓発活動 ポスター、パンフレットの配布 市町村、保健所

1 オゾン層保護対策推進月間の周知
オゾン層保護対策推進月間のポスター掲示、
パンフレット配布等を行い周知を図る。

事業者

2 フロン回収破壊法の改正点の周知
パンフレット配布等を行いフロン回収破壊法の
改正点の周知を図る。

事業者

3 高圧ガス保安大会冷凍ガス部会
冷凍機設置者等へフロン回収破壊法の改正点
を説明し周知を図る。

冷凍機設置者等

1
オゾン層保護等に関するポスター及びパンフ
レットの配布

オゾン層保護推進月間ポスター，オゾン層保
護に係るパンフレットを県関係機関，市町村，
地球環境を守るかごしま県民運動推進会議構
成団体へ配布・掲示し，オゾン層保護等につ
いての普及啓発を図る。

県民全般

2 法改正に係るパンフレットの配布
フロン回収破壊法改正に係るパンフレット
（環境省作成）を市町村，地球環境を守るかご
しま県民運動推進会議構成団体等へ配布

市町村
事業者団体等

1
フロン回収推進会議（9月21日）
（沖縄総合事務局共催）

紫外線に関する話
フロン回収破壊法の改正の概要
県内のフロン類回収状況（第一種）等

第一種フロン類回収業者
建設業（解体業者）関係ほ
か

2
オゾン層保護及びフロン回収に係るパネル展
示

県庁一階県民ホールにてオゾン層保護、フロ
ン類回収に係るパネルの展示及びパンフレット
配布

一般県民

3 メディア等広報
県庁電光掲示板、ラジオ県民室、県政テレビ
番組による広報を通して、オゾン層の保護、フ
ロン類の回収を呼びかける

一般県民

政令市名

仙台市 1 オゾン層保護対策月間の啓発 ポスター掲示、パンフレット配布 市民・事業者

1 パンフレットの配布 窓口にて配布 事業者

2 クリアーファイルの配布 窓口にて配布 事業者

横浜市 1 パンフレットの配布 窓口にて配布 事業者

1 ポスター掲出 公共施設でポスターを掲出する。 市民・事業者

2 パンフレット配布
市役所窓口、広報コーナーでのパンフレット配
布

市民・事業者

名古屋市 1 ポスター、パンフレットの掲出 各区（１６区）保健所に配布して、掲出する。 市民・事業者

大阪市 1 パンフレットの配布 窓口にて配布 事業者

神戸市 1
平成6年12月より、「兵庫県フロン回収・処理推
進協議会」に参加。

（協議会の取組）
・広報誌の発行
・普及啓発用パンフレットの配布
・ホームページの運営
・フロン回収技術講習会の開催など

市民・事業者

1 パンフレットの配布 市役所窓口にてパンフレットを配布 市民・事業者

2 ポスターの掲示 市役所本庁舎でポスターを掲示 市民・事業者

福岡市 1 環境フェア等での啓発
環境フェスティバルなどのイベント等において
パンフレットを配布してＰＲする。

市民・事業者

広島市

鹿児島県

宮崎県

福岡県

さいたま
市

沖縄県

川崎市

香川県



北九州市 1 ポスター展示及びパンフレット配布
ポスターの展示及びパンフレットの配布を行う。
（場所：北九州市市役所本庁舎、北九州市環
境ミュージアム、北九州市エコタウンセンター）

市民・事業者


